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８
月
１
日
㊐
か
ら
、
茂
原
駅
周

辺
（
第
１
〜
第
４
）
お
よ
び
新
茂

原
駅
前
（
第
５
〜
第
７
）
の
自
転

車
駐
車
場
の
使
用
方
法
等
が
次
の

と
お
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

◆
入
出
庫

　
全
て
の
駐
車
場
で
24
時
間
入
出

庫
が
可
能
。

◆
発
券

【
一
時
使
用
券
】
自
動
交
付
機
に

よ
る
発
券
で
24
時
間
対
応
。
Ｓ
ｕ

ｉ
ｃ
ａ
等
の
交
通
系
電
子
マ
ネ
ー

が
利
用
可
能
。

【
定
期
使
用
】
自
転
車
駐
車
場
窓

口
で
の
申
請
が
必
要（
受
付
時
間

６
時
〜
22
時
）。

　
な
お
、
茂
原
市
自
転
車
駐
車
場

で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
防
止
対
策
を
行
っ
て
い
ま
す
。

問
茂
原
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎
(25)
４
１
４
０

　
都
市
計
画
課
（
８
階
）

☎
(20)
１
５
４
６
　
　
(20)
１
６
０
６

　忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
！

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

（
第
２
期
）
と
国
民
健
康
保
険
税

（
第
１
期
）
の
納
期
限
は
８
月
２

日
㊊
で
す
。
最
寄
り
の
金
融
機
関

や
コ
ン
ビ
ニ
、
ス
マ
ホ
決
済
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
国
民

健
康
保
険
税
の
納
税
通
知
書
は
７

月
14
日
㊌
に
発
送
し
ま
し
た
。

　
ま
た
、
市
税
等
の
納
付
に
は
、

納
め
忘
れ
の
な
い
安
心
で
確
実
な

口
座
振
替
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

　
納
期
内
に
納
付
で
き
な
い
事
情

の
あ
る
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
収
税
課
（
２
階
）

☎
(20)
１
５
７
８
　
　
(20)
１
６
０
９

　障
害
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か
？

　
障
害
の
あ
る
方
が
次
の
３
つ
の

要
件
を
全
て
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
障
害
基
礎
年
金
や
障
害
厚
生

年
金
を
受
給
で
き
ま
す
。

①
年
金
制
度
加
入
中
に
初
診
日
が

　
あ
る
こ
と

※

初
診
日
に
加
入
し
て
い
た
年
金

　
制
度
に
よ
り
手
続
き
先
が
異
な

　
り
ま
す
。
初
診
日
が
20
歳
前
ま

　
た
は
60
歳
か
ら
65
歳
ま
で
の
年

　
金
未
加
入
期
間
中
の
方
に
つ
い

　
て
も
障
害
基
礎
年
金
の
対
象
で

　
す
。

②
一
定
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と

③
保
険
料
納
付
要
件
を
満
た
し
て

　
い
る
こ
と

　
障
害
年
金
を
受
け
る
に
は
、
本

人
ま
た
は
家
族
に
よ
る
請
求
手
続

き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、
次

の
手
続
き
先
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
手
続
き
先

【
障
害
基
礎
年
金
】
国
保
年
金
課

（
第
３
号
被
保
険
者
期
間
に
初
診

日
の
あ
る
方
は
年
金
事
務
所
）

【
障
害
厚
生
年
金
】
年
金
事
務
所

※
障
害
者
手
帳
と
障
害
年
金
の
等

　
級
は
判
断
基
準
が
異
な
り
ま
す

　
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
(20)
１
５
０
３
　
　
(20)
１
６
０
０

　
千
葉
年
金
事
務
所

☎
０
４
３
（
２
４
２
）
６
３
２
０

　自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度
を

　ご
利
用
く
だ
さ
い

　
法
務
局
で
は
、
令
和
２
年
７
月

10
日
か
ら
自
分
で
書
い
た
自
筆
証

書
遺
言
書
を
保
管
す
る
制
度
が
開

始
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
、
親
族
間

の
相
続
ト
ラ
ブ
ル
を
回
避
す
る
た

め
に
、
遺
言
書
を
作
成
す
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
筆
証

書
遺
言
書
は
、
自
宅
で
保
管
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
の
場
合

は
遺
言
書
を
相
続
人
に
改
ざ
ん
さ

れ
る
恐
れ
や
相
続
人
に
発
見
さ
れ

な
い
と
い
っ
た
問
題
が
あ
り
、
遺

言
書
を
開
封
す
る
に
は
家
庭
裁
判

所
の
検
認
手
続
き
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
法
務
局
へ
自
筆
証
書

遺
言
書
を
保
管
す
る
と
、
相
続
人

に
改
ざ
ん
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

死
亡
時
の
相
続
人
な
ど
へ
の
通
知

制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
相
続

人
な
ど
に
遺
言
書
の
存
在
を
知
ら

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。さ
ら
に
、

面
倒
だ
っ
た
家
庭
裁
判
所
の
検
認

手
続
き
が
不
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
当
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
茂
原
市
に
住
所
地
、
本
籍
地
ま

た
は
所
有
不
動
産
が
あ
る
方
は
千

葉
地
方
法
務
局
茂
原
支
局
に
自
筆

証
書
遺
言
書
を
保
管
で
き
ま
す
。

そ
の
他
の
地
域
の
方
に
つ
い
て
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
自
筆
証
書
遺
言
書
は
遺

言
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
作
成
す

る
も
の
で
あ
り
、
法
務
局
で
遺
言

書
の
内
容
に
つ
い
て
の
相
談
は
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ

い
。

　
ま
た
、
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管

制
度
の
申
請
手
続
き
は
予
約
制
と

な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
電
話
ま
た

は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
の
事
前
予

約
を
お
願
い
し
ま
す
。

法
務
局
手
続
案
内

予
約
サ
ー
ビ
ス
専
用

ペ
ー
ジ

法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

問
千
葉
地
方
法
務
局
茂
原
支
局

　
総
務
係

☎
(24)
２
１
８
８

茂原市自転車駐車場の
使用方法等が変わります お

知
ら
せ

お
知
ら
せ

献血および骨髄バンクドナー登録に
ご協力をお願いします

問合せ　健康管理課（2階）
☎（20）1574　　（20）1600FAX

◆日　時

◆会　場
◆主　催

7月29日㊍　10時～11時45分 
　　　　　　13時～16時
中央公民館
茂原市献血推進協議会

FAXFAX

FAX

広報もばら 2021.7.15❺


